
芽室町議会ナビ vol.4
～町民の声ってどう届く？～

#わたしと議会の交差点！ -つながる！まちと議会のかけはし -

メム ナビ／ME-MU Navi

・声が届くフローチャート

あなたの声が、
まちを動かす第一歩 !

あなたの「声」や「疑問」あなたの「声」や「疑問」

町の担当課が回答・検討町の担当課が回答・検討

議員がヒアリング・調査議員がヒアリング・調査

必要に応じて政策へ反映必要に応じて政策へ反映

議員に相談、議会モニター、議会へのホットボイス、パブリックコメント

一般質問で取り上げる、委員会で質疑する、請願・陳情をあげる一般質問で取り上げる、委員会で質疑する、請願・陳情をあげる

議員は、町民からの声や気づきをもとに、現場を見に行ったり、町の担当課に話を聞いたり、

他の自治体の事例を調べたりしながら、内容を深く理解しようとしています。

しっかり調べたうえで、委員会や本会議で質問したり、改善の提案をしたりしています。

「議員はこうやって調査しているよ！」「議員はこうやって調査しているよ！」

町民の声や地域の課題が見えてきたとき、それを“カタチ”にするのが議会の役割です。

議員が質問したり、委員会で議論したりしながら、町のしくみや制度、予算の使い方をチェック・

提案します。

議会は、あなたの思いや気づきを受け止め、まちに届ける
役割を担っています。ぜひ、あなたの声を聞かせてください！

「ここが議会の出番！」「ここが議会の出番！」

議員の質問や提案が議会で取り上げられると、それを受けて町の担当課が内容を検討します。

必要に応じて、現場の状況を確認したり、制度の見直しをしたりしながら、対応の方針を考え

ます。

「町職員はここで動き出します！」「町職員はここで動き出します！」

「こうした調査が、町の政策をより良くするヒントになることもあります！」

「町民の声が“行政の仕事”につながる大事なタイミングです！」

「町民の声を“まちの未来”につなげる場所、それが議会なんです！」

方法

議員に相談

モニター制度

ホットボイス

パブコメ

請願・陳情

意見交換会

届け先

議員本人

議会（協力参加）

議会 or 町役場

行政（町役場）

議会

議会

特徴

対話・対面相談も

年間通じた意見交換

気軽に投稿できる

計画や条例案に意見を出せる

形式に沿った提出が必要

テーマに沿った意見交換

※意見の提出方法は、町のHPや広報誌でも随時ご案内しています。

議員に相談、議会モニター、議会へのホットボイス、パブリックコメント


